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承認第１３号 

 

日出町はり・きゅう施術料の助成に関する条例の一部改正について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分したので同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

   令和 ６ 年１２月２０日 提 出 

 

                 日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

１ 専決事項 

   日出町はり・きゅう施術料の助成に関する条例の一部を改正する条例 

２ 専決年月日 

   令和 ６ 年１１月２９日 

 

 

日出町はり・きゅう施術料の助成に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

日出町はり・きゅう施術料の助成に関する条例の一部を改正する条例を定め

ることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 

 

   令和 ６ 年１１月２９日 

 

                 日出町長  安  部  徹  也 
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日出町はり・きゅう施術料の助成に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

   令和 ６ 年１１月２９日 

 

                日出町長  安  部  徹  也 

 

日出町条例第３７号 

 

 

 

日出町はり・きゅう施術料の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

日出町はり・きゅう施術料の助成に関する条例（昭和６２年日出町条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「（以下「対象者」という。）」を削り、「被保険者証（以下「後

期高齢者医療被保険者証」という。）」を「被保険者」に改め、「（以下「身

体障害者手帳」という。）」を削り、「いる者」の次に「（以下「助成対象者」

という。）」を加える。 

第３条及び第４条中「対象者」を「助成対象者」に改める。 

第６条第１項を削り、同条第２項中「後期高齢者医療被保険者証又は身体障

害者手帳の提示のあった場合、対象者」を「助成対象者」に改め、同項を同条

とする。 

第７条及び第８条中「対象者」を「助成対象者」に改める。 

 

附  則 

この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 


